
浜 松 市 職 員 採 用 試 験 案 内 

次のとおり、看護教員の採用試験を行います。 

令和２年１２月７日 

浜 松 市 役 所 

１ 試験職種及び採用予定人員

試験職種 採用予定人員 職 務 の 内 容 

看護教員 

（成人看護学）
１人 

浜松市立看護専門学校に勤務し、看護教員の業

務に従事します。 

２ 受験資格 

職 種 受  験  資  格 

看護教員 

（成人看護学）

次の（１）～（３）のいずれにも該当する人 

（１）昭和３６年４月２日以降に生まれた人 

（２）看護師の免許を有する人 

（３）正規職員等（週当たり平均４０時間勤務の人）として５年（大

学で教育に関する科目を４単位以上履修した人は３年）以上、

成人看護の領域で看護師業務の従事経験がある人 

 ※ 活字印刷文による出題に対応できる人が対象となります。 

ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

（２）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し又はこれに加入した人 

（３）その他地方公務員法第１６条に該当する人 



３ 受験手続 

提 出 書 類

（１）採用試験志願書・自己紹介書 

（２）免許証の写し 

（３）大学の成績証明書（大学で教育に関する科目を４単位以上履修した

人で看護師業務の従事期間が５年未満の人のみ） 

（４）看護教員養成講習会などの修了証（受講者のみ） 

申 込 先 上記書類を、浜松市役所総務部人事課へ提出してください。 

受 付 期 間

令和２年１２月７日（月）から１２月２５日（金）まで。（ただし、土・

日曜日及び祝日を除く。） 

受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

郵送の場合は、令和２年１２月２５日の消印まで有効。（84 円切手を貼

り、あて先等を明記した返信用定形封筒を必ず同封のこと。） 

受 験 票

 提出書類の受付時に交付します。郵送の申込者で令和３年１月５日まで

に受験票が届かない場合は、浜松市役所総務部人事課へお問い合わせくだ

さい。 

４ 試験の方法 

（１）第１次試験‥筆記試験（看護に関する専門試験）、小論文、面接試験 

（２）第２次試験‥面接試験、性格検査 

※ 第１次試験に合格した人については、健康診断書の提出をお願いします（別途連絡

します。）。

５ 試験日及び会場 

第１次試験

（１）日 時 令和３年１月１４日（木） 

午前８時３０分から正午頃まで

（２）会 場 浜松市役所３２会議室（本館３階）

          浜松市中区元城町１０３番地の２ 

第２次試験

令和３年２月中に実施予定 

（詳細は第１次試験合格者に直接通知します。） 

※応募者の数によって、第２次試験を第１次試験と同日に行う可能性があります。 

その場合は、第２次試験が午後の実施となりますので、ご了承ください。 

６ 合格者の発表 

（１）第１次試験の結果は、合格者のみ令和３年１月下旬に発表の予定ですが、詳細につ

いては、第１次試験の際にお知らせします。 

（２）第２次試験の結果は、合否にかかわらず令和３年２月中（予定）に本人あて直接通

知します。 



７ 採用及び給与 

（１）第２次試験合格者は、採用予定者名簿（有効期間１年）に登載し、欠員の状況に応

じて令和３年４月１日以降に採用する予定です。最終合格決定後、看護師業務経験の確

認のため、職歴証明書等を提出していただきます。なお、受験資格に定めてある業務経

験を有していないことが判明した場合は、採用を取り消すことになりますのでご了承く

ださい。 

（２）令和２年４月採用者の初任給 

約２４０，０００円（大学卒実務経験５年の場合） 

上記は、令和２年４月１日現在の規定に基づいた初任給のため、条例改正等により採

用時には額が異なる場合があります。このほか、期末・勤勉手当などが支給されます。

また、勤務場所、勤務内容等に応じて、手当等が加算される場合があります。 

８ その他 

（１）試験内容についてのお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。 

（２）提出書類は一切お返しいたしませんのでご了承ください。 

（３）提出書類に記載された個人情報については、試験及び採用事務以外に使用すること

はありません。 

（４）日本国籍を有しない人で採用されるのは、永住者又は特別永住者に限ります。日本

国籍を有しない人が採用された場合は、浜松市の定める基準に基づいて、下記の①及

び②以外の職に就くことになります。 

① 公権力の行使に当たる業務（市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業

務、市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務、市民に対して強制力をもっ

て執行する業務など） 

② 公の意思の形成に参画する職（行政の企画、立案、決定等に関与する課長以上の

職） 

（５）ご自分の採用試験の成績及び結果についてお知りになりたい人は、合格発表日以後

１年間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします（ただし、対象者は不合格者

に限ります）。様式は問いませんので、受験番号、氏名、生年月日、住所あるいは帰

省先の住所及び電話番号を記載したうえ成績開示希望と書いた書面により、あて先を

明記し切手を貼った返信用封筒を必ず同封して、下記の問い合わせ先まで郵送により

申請してください。 

（６）その他不明な点につきましては、下記の問い合わせ先へお問い合わせください。 

        （問い合わせ・郵送先） 

〒430－8652  浜松市中区元城町１０３番地の２ 

浜松市役所総務部人事課 

℡053-457-2081 


